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第４１回水資源機構契約監視委員会 審議概要

開 催 日 及 び 場 所 平成３０年６月２５日（月） 機構本社 602～ 603会議室
篠原煜夫（弁護士）、清水義彦（大学教授）、毛利栄征（大学教

委 員 授）欠席、山梨恵子（水資源機構監事）

１．平成２９年度第４四半期の１者応札の状況について

２．平成２９年度第４四半期における１者応札・１者応募に関す

審 議 対 象 る点検について

３．平成２９年度第４四半期における随意契約に関する点検につ

いて

４．新規随意契約案件について

５．平成２９年度独立行政法人水資源機構調達等合理化計画自己

評価及び平成３０年度計画（案）について

委 員 機構事務局

１．平成２９年度第４四半期 ・ダム事情の関係から、非 ・１者応札は同様な傾向。

の１者応札の状況について 常に専門性の高いというこ

２．平成２９年度第４四半期 とと、人材確保が難しいと

における１者応札・１者応 いうことで、１者応札が多

募に関する点検について いという背景は理解した。

そういう意味では、やっぱ

り国交省も同じように１者

応札が多いのか。

・特定の業者が複数件とっ ・この業者は長らく我が社、水資源

ているのは、人材確保は難 開発公団時代から仕事をとってお

しいと言いながらも、その り、ノウハウは当然あり、一般競争

会社は相当そういうところ になっても、継続的に参入して仕事

に力を入れているというあ をとっている。指名から一般競争に

らわれなのか。 移行した 24年から 25年当初は、ほ
かの業者も手を挙げて競争になって

はいた。

・78 件中 21 件について株 ・全ての入札結果が公表され、ホー

式会社アクアテルスが受注 ムページでも見れるようになってい

しているが、結果は公表し る。

ているのか。

・業者側としては、株式会 ・そのとおり。

社アクアテルスが相当数受

注しているのを理解してい

るという事か。
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・78 件中 21 件を同じ会社 ・現場技術業務は、入札公告を早い

というのは、外から見ると ところでは 12 月の暮れから１月に
変に思われるのではない は入札公告、落札決定は業務開始の

か。そのあたりはどのよう 約１カ月ほど前の２月末頃セットし

に見ているのか。１者応札 ている。新規業者も参入できるよう

を少なくする努力をしなく に準備期間というのを１カ月あけて

てはいかぬと思っているの いる。もし仕事を落札できたなら、

か。 人間を配置する期間を１カ月とって

いる。また業界のほうにファクスを

送ったり、コンサルタント協会のほ

うに参入要請など努力は継続的にや

っている。施設監視補助業務も同様

にやはり人間を配置できる準備期間

を１カ月あけており、４月スタート

するには２月末には開札、業者を決

めて人間を配置できる猶予期間を１

カ月設けている。今後も、引き続き

入札参加を促すような努力をしてい

きたい。

３．平成２９年度第４四半期 ・緊急案件の事務処理が遅 ・緊急時の措置をした後に工事の数

における随意契約に関する れた主な理由は。 量等を、一定のまとまりを持って速

点検について やかに契約するようにと指導してい

るが、現場としてはまとめるのにち

ょっと手間がかかっているとか、そ

の後、二次災害とまではいかないが、

被害が拡大したり、応急対策を打ち

ながらも、なかなかそこの一区切り

がつきづらいということで遅れてい

るというのが実態。

・承諾書の提出日とある ・相手のほうから緊急案件を受ける

が、承諾書とは何か。 という社判を押した書面をもらって

いる。それをもってその時点で民法

上の契約を受けてもらったという整

理をしている。

・予定価格というのはいつ 本来ならば速やかに概算数量で予定

ごろ提示されるのか。 価格をつくって、相手から見積もり

をとって、そこで契約整理をすべき

もの。それが大分遅れてしまってい

る。
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・これぐらいの金額がかか ・予定価格は積算基準またはその工

るだろうというのが一番わ 事の内容に沿ったのを反映したもの

かるのが、緊急対応やって で作成はする。率も資材も。ただ、

いる業者ではないのか。そ その中で率や資材の調達の内容だと

れをもって機構のほうはそ か、若干機構と業者との間の差異が

れが妥当であるかというの あって、ただそれでも 98とか 99と
があって、それが多分予定 いうことになっているで、通常より

価格になるのかなと思って はそういったことは反映しているか

いたが、そういうものであ と。ただ、あくまでも予定価格は我

れば 100％であってもいい 々の基準、説明できるもので作成し

ような気がするが。 ている。

・予定価格がわかってから ・当然機構のほうで予定価格をつく

契約締結になるのか。 ってから、見積もりを依頼する｡

・その作業で時間を食った ・結果的にはそういうこと。

ということか。

・金額が決まっていない契

約というのはちょっと信じ

られない。緊急の場合は、

お金より安全性を重視する

ということですぐ着工する

必要があるのは、それはよ

くわかるのだが、全く予定

価格もなくてスタートする

というのは、まさに信じら

れない話だ。問題は、緊急

性や漏水がこれ大分あるよ

うなのだが、普段から点検

していないのかなと、定期

的に。それでいきなり漏水

だと、はい、この業者に頼

もうというのは、少し軽々

に行動し過ぎる面がないの

かなというのをちょっと心

配している。
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４．新規随意契約案件につい ・富山大学の原先生のとこ ・前回の業務は、プロポーザル方式

て ろで機構が発注した業務、 の業務発注。その中でこのケーブル

28 年から 29 年度において 制震工法を、今回実証試験、実機で

まず三次元解析で検証し 行うという業務。

て、そのときも随契であっ

たのかどうかということ

と、それを受けて、今回ま

たケーブル制震工法効果検

証業務を継続して随契でや

られると、そういうことな

のか。

・今回プロポーザルでやら ・この解析業務については、非常に

ないというのはどうしてな 類似の例がなく、独創的な技術であ

のか。 るということから、原先生のほうで

これまでは三次元解析を駆使するこ

とで解析上の効果を検証してきてい

るということで、今回実用化に向け

た検討においては、また再現性をチ

ェックしながら、もう一度解析を進

めていかなければならないというこ

とから、随意契約としたい。

・ケーブル制震工法という ・ほかの現場ではやったことはない

のは、これはほかの現場で 工法と思われる。

どこかやったことはあるの

か。

・ということは、日本で初 ・そうだと思われる。

めの工法ということか、世

界的にも。

・最初はプロポーザルでや

り、専門性が高いというこ

とが発表されて、その流れ

で今回随契になってくると

いう経緯なので、非常に随

意契約の理由が明確ではな

いかと思われる。
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５．平成２９年度独立行政法 特段の意見なし

人水資源機構調達等合理化計

画自己評価及び平成３０年度

計画（案）について

○問い合わせ先

埼玉県さいたま市中央区新都心１１番地２

ランド・アクシス・タワー内 電話 ０４８－６００－６５００

水資源機構契約監視委員会事務局

技術管理室契約企画課長 田村 三明（内線 2251）
技術管理室担当課長 足達 謙二（内線 4631）


